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は じ め に 
 

市民満足度の高い市政を推進するためには、将来を見据え、いかなる状況に

あっても、市民の暮らしをしっかりと支え続けていきながら、新たな課題にも、

また、災害のような緊急事態にも、迅速に対応できるだけの体力を備えた、持

続可能な市政をめざさなければなりません。 

財源も人も資産も、限られた経営資源は、常に最適な配分を図る必要があり

ます。 

長年にわたって継続してきた事業についても、今、市民にとってベストな内

容か、費用対効果のバランスは取れているのか、検証を繰り返し、選択と集中

による最適化を進めていかなければなりません。 

平成24年度（2012年度）においては、組織体制を一新した上で、庁内分権

の推進など、市政運営の新たなシステムづくりに力を入れてまいります。 

昨年より取り組んできた一連の改革を強化・加速し、経営資源の最適な配分

を図りながら、市民の安心、安全な暮らしのための取組、将来への希望を託す

子どものための取組、吹田のまちを元気にするための取組を重点的に進めてい

きたいと考えています。 

なお、本冊子では、第３次総合計画の施策の体系に沿って、今後５か年に予

定しております事業の概要をお示ししていますが、今日的課題への対応、将来

展望を踏まえて、総合計画の抜本的な見直しに向けた検討も進めてまいります。 

市民の皆様ならびに議員各位におかれまして、一層のご理解とご協力を賜り

ますよう、心よりお願い申し上げます。 

 

平成24年（2012年）３月 

 

 

吹田市長 井 上 哲 也 
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非 核 平 和 都 市 宣 言 

真の恒久平和は、人類共通の願いである。 

 しかるに、近年、世界において軍備の拡張は依然として続け

られ、世界平和に深刻な脅威をもたらしていることは、全人類

のひとしく憂えるところである。 

 わが国は、世界最初の核被爆国として、また、平和憲法の精

神からも再びあの広島・長崎の惨禍を絶対に繰り返させてはな

らない。 

 吹田市は、日本国憲法にうたわれている平和の理念を基調に、

市民の健康で文化的な生活の向上をめざし“すこやかで心ふれ

あう文化のまち”づくりをすすめており、平和なくしては、そ

の実現はありえない。 

 よって、吹田市は、平和を希求する市民の総意のもとに、わ

が国の非核三原則が完全に実施されることを願うとともに、核

兵器の廃絶を訴え、ここに非核平和都市であることを宣言する。

 

  昭和58年(1983年)８月１日 

吹  田  市 

健康づくり都市宣言 

 健康は、心ゆたかで活力に満ち充実した生活を営む

ための最も重要な基礎をなす市民共通の強いねがいで

あり、本市がめざす「すこやかで心ふれあう文化のま

ち」づくりの基本理念でもある。 

 本市は、この理念達成のため、市民の理解と参加を

得て、健康づくり都市の実現に向けてとりくむことを

ここに宣言する。 

 

  昭和58年(1983年)10月11日 

吹 田 市 

非核平和都市宣言モニュメント

健康づくり啓発ブロンズ像 
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安心安全の都市
ま ち

づくり宣言 

 私たちのまちは、人々が互いに助け合い、思いやりながら共に生き、将来を

担う子どもたちが、すこやかに育つことのできる安心安全なまちでなければな

りません。 

 安心してくらすことのできる安全なまち、いつまでも誇りをもって住み続け

たいと思えるまちは市民みんなの願いです。 

 こうした想いをもとに、吹田市は、市民一人ひとりのつながりの輪を広げ、

市の将来像である“人が輝き、感動あふれる美しい都市
ま ち

 すいた”を目指し、

市民、企業、行政が力を合わせて「安心安全の都市
ま ち

づくり」に取り組むことを

ここに宣言します。 

 

   平成20年(2008年)３月14日 

                      吹  田  市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「安心安全の都市
ま ち

づくり宣言」シンボルマーク   「安心安全の都市
ま ち

づくり宣言」モニュメント  
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１ 計画策定の趣旨 

この実施計画は、本市のまちづくりの指針である吹田市第３次総合計画の施策の

体系に沿って、今後５か年に予定している事業をとりまとめたものです。 

 

２ 計画の期間及び策定方法 

この実施計画の期間は、平成24年度（2012年度）から平成28年度（2016年度）

までの５か年です。実施計画は、社会経済情勢の変化や新たな課題に対応するため、

毎年度見直しを行い、次年度は、ローリング方式によって平成25年度（2013年度）

からの実施計画を策定します。 

 

３ 計画の構成 

実施計画の構成は、第３次総合計画で示す施策の大綱に沿って各章を構成し、そ

れぞれの施策の体系に従って、建設事業関係及び制度等の施策関係に区分し記載し

ました。 

 

４ 掲載に伴う基本的事項 

(1) 市が実施主体となって行う事業を中心に掲載しましたが、国・府等の事業につい

ても、市民生活に関連が深い主要な事業については一部掲載しました。  

(2) 市の政策課題に位置付けられている『3つの維新』（「行政の維新」「地元経済の

維新」「教育の維新」）に該当する事業については、事業内容の欄に《○○の維

新【 】○○》と記載しています。  

(3) ３つの維新の中でも「行政の維新」を最優先課題とし、一連の抜本的な行政改革

を「行政の維新プロジェクト」として位置づけ、その取組の一つとして、事業の

見直しに取組み、事業見直し会議の手法を用いるなどして、市民サービスの質的

向上と最適化を図っています。平成23年度（2011年度）において、対象となり見

直した事業に関しては、摘要の欄に『事業見直し会議対象事業（33事業）』『事

業見直し検討対象事業（67事業）』『事業見直し会議アウトソーシング検討業務

（３業務）』『市有施設の早期見直し対象施設（４施設）』と区分し、表記して

います。また、巻末にも一括して対象となっている事業を掲載しています。 
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(4) 所管名は、平成24年（2012年）４月からの新組織の名称にしています。 

(5) 建設事業関係については、施設の維持補修費のような性質や車両などの大型備品

購入費等を除き、原則として全事業を掲載しました。  

(6) 制度等の施策関係は、新規の事業、施策内容を拡充する事業及び継続事業につい

て、各施策の取組状況を示すために、主要なもの、特徴的なものを掲載しました。  

(7) 事業名欄及び摘要欄での（仮称）表示は省略しました。  

(8) 年度別事業費の年度（西暦）欄の24（12）…28（16）は、平成24年度（2012年

度）…平成28年度（2016年度）を略して記載しました。  

(9) 平成25年度（2013年度）以降の事業費は参考値であり、確定したものではありま

せん。  

(10) 部門別建設事業費は、施策区分別に第二部の事業計画の建設事業関係の事業費を

集計しました。  

(11) ５か年の収支見通しは、平成24年度（2012年度）から平成28年度（2016年）の 普

通会計の推計見込みとしました。  

(12) 終了・廃止した事業などについても巻末に掲載しました。 

 

 

５ 財政収支見通し 

本市の財政状況は、景気低迷の影響等を受け、歳入の根幹を成す市税収入などの

一般財源が大幅に減収するなど非常に厳しい状況にあり、不足する財源補てんのた

め、財政調整基金の取崩しと赤字地方債発行に頼らざるをえない赤字体質の収支構

造にありました。 

そのため、昨年は「財政非常事態宣言」のもと、6月に「行政の維新プロジェク

ト」を始動させ、8月末には、平成26年度（2014年度）までの年次目標やスケジュ

ールをまとめた「改革の工程」を策定し、一連の抜本的な行政改革に着手しました。 

その結果、平成23年度（2011年度）には臨時財政対策債を発行しないめどが立ち、

新年度においても計上せずに当初予算案を編成できました。財政調整基金取り崩し

額としては24億円計上していますが、前年度からは半減しています。臨時財政対策

債37億円と合わせ、85億円もの赤字補てんを要していた状況からは大きく改善し、

赤字体質からの脱却の第一段階、「借金に頼らない」という目標を達成できたもの

です。 
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しかしながら、取組による収支改善の効果額としては、平成23年度（2011年度）

は当初の目標を上回るものの、平成24年度（2012年度）以降については目標に達し

ない見込みとなっております。平成25年度（2013年度）には決算で財政調整基金も

取り崩さない、平成26年度（2014年度）には経常収支比率を95％とする、という次

なる目標の達成に向けて、課題ごとにさらなる努力が必要です。次の世代に負担を

先送りしないよう、工夫を重ね、各取組をより強力に推進し、柔軟な財政構造を確

立して、市民満足度の高い、未来に希望の持てる市政の実現をめざしてまいります。 
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６ 計画事業費 

Ⅰ．部門別建設事業費 

この表は、第二部の事業計画の建設事業関係を施策区分別に集計したもので、「国・

府支出金」及び「地方債」などは、原則として現行制度によって算出しています。 

なお、建設事業関係には、一般会計、下水道特別会計及び水道事業会計の各建設事

業を掲載しました。 

（単位：百万円） 

施 策 区 分 
事 業 費 

平成24～28年度
(2012～2016年度)

財  源  内  訳 

国・府支出金 地 方 債 その他財源 一般財源 

１．すべての人がいきいき輝く

まちづくり 
――――-  

２．市民自治が育む自立のまち

づくり 
――――-  

３．健康で安心して暮らせるま

ちづくり 
６１２ ７４ １５ ３２６ １９７

４．個性がひかる学びと文化創

造のまちづくり 
２１, ０９８ ２, ６７０ １０, ０６１ １, ３９６ ６, ９７１

５．環境を守り育てるまちづく

り 
９３３ ８９ ９ ６１９ ２１６

６．安全で魅力的なまちづくり ６２, ９４６ １６, ６０７ ２２, ２８４ １１, ０５７ １２, ９９８

７．活力あふれにぎわいのある

まちづくり 
――――-  

基本計画推進のために １７ ０ ０ ０ １７

合   計 ８５, ６０６ １９, ４４０ ３２, ３６９ １３, ３９８ ２０, ３９９
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Ⅱ．５か年の収支見通し(普通会計) 

 

（単位：百万円） 

区   分 
平成24年度

(2012年度) 

平成25年度

(2013年度) 

平成26年度

(2014年度) 

平成27年度 

(2015年度) 

平成28年度

(2016年度) 

市 税 ６１, ３７５ ６１, １７６ ６１, ３１０ ６０, １５６ ６０, ２７８ 

地 方 譲 与 税 等 ６, ５４９ ６, ６３４ ６, ７７３ ６, ７１０ ６, ６４８ 

その他 

の収入 

経 常 経 費 充 当 分 ３０, ０１９ ３１, ２６４ ３０, ６６０ ２９, ９２３ ２９, ３６５ 

建設事業費充当分(①) ５, ５８９ １２, ８３０ １２, ６７２ １０, ８７７ ３, ３２８ 

歳 入 合 計 （ Ａ ） １０３, ５３２ １１１, ９０４ １１１, ４１５ １０７, ６６６ ９９, ６１９ 

義 務 的 経 費 ５９, ５２５ ５８, ３４１ ５７, ８８１ ５８, ３１５ ５７, ８８１ 

建  設  事  業  費 ( ② ) ７, ６４７ １５, ７０３ １６, ０９０ １３, ５９８ ５, ６６６ 

そ の 他 経 費 ３５, ３６２ ３７, ３７５ ３７, ２４３ ３６, ８１０ ３６, ２７５ 

歳 出 合 計 （ Ｂ ） １０２, ５３４ １１１, ４１９ １１１, ２１４ １０８, ７２３ ９９, ８２２ 

収支差引（Ａ）－（Ｂ） ９９８ ４８５ ２０１ －１, ０５７ －２０３ 

財源

措置 

臨 時 財 政 対 策 債 ０ ０ ０ ０ ０ 

財政調整基金繰入金 ０ ０ ０ １, ０５７ ２０３ 

実 質 収 支 ９９８ ４８５ ２０１ ０ ０ 

単 年 度 収 支 ９９８ －５１３ －２８４ －２０１ ０ 

建設事業充当一般財源額 

(②) － (①) 
２, ０５８ ２, ８７３ ３, ４１８ ２, ７２１ ２, ３３８ 

財政調整基金年度末現在高 ６, ７２０ ７, ２１９ ７, ４６３ ６, ５０７ ６, ３９２ 
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